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【公開番号】特開2015-222386(P2015-222386A)
【公開日】平成27年12月10日(2015.12.10)
【年通号数】公開・登録公報2015-077
【出願番号】特願2014-107445(P2014-107445)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  21/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/18     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  15/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   21/00     ３１８　
   Ｇ０３Ｇ   15/00     ５５６　
   Ｇ０３Ｇ   15/08     ５０４Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年5月16日(2017.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回動可能な回転体と、
　前記回転体の軸線方向に延び、前記回転体の上に配置されるブレードと、
　前記ブレードに固定され、前記軸線方向と交差する短手方向において、前記回転体側に
前記ブレードが突出するように支持する支持部材と、
　前記支持部材が支持される載置面を有する枠体と、
　前記載置面の上に前記支持部材を介して配置し、前記枠体に固定される固定部材と、
を備えたカートリッジであって、
　前記支持部材は、前記軸線方向に延びる切欠き部を有し、
　前記固定部材は、エネルギーが加えられることにより変形した変形部が設けられ、前記
変形部と前記切欠き部とが係合することにより、前記枠体に対して前記支持部材の移動を
規制する構成を有する
ことを特徴とするカートリッジ。
【請求項２】
　請求項１に記載のカートリッジであって、
　前記固定部材と一体的に形成され、前記回転体の軸を支持する軸受部材を有する
ことを特徴とするカートリッジ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のカートリッジであって、
　前記変形部は、前記軸線方向において、前記切欠き部の長さより短い
ことを特徴とするカートリッジ。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載のカートリッジであって、
　前記変形部は、前記切欠き部の前記短手方向において対向する二辺に沿って設けられて
いる
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ことを特徴とするカートリッジ。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載のカートリッジであって、
　前記支持部材は、係合部をさらに有し、
　前記枠体は、前記載置面に被係合部が設けられ、前記係合部と前記被係合部とが係合す
ることにより、前記枠体に対して軸線方向における前記固定部材の位置決めをする
ことを特徴とするカートリッジ。
【請求項６】
　請求項５に記載のカートリッジであって、
　前記係合部と前記被係合部の一方は凸部であり、他方は前記短手方向において前記凸部
の長さより短い前記凹部である
ことを特徴とするカートリッジ。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載のカートリッジであって、
　前記回転体は、現像剤担持体であり、
　前記ブレードは、前記現像剤担持体に担持された現像剤の厚さを規制する現像ブレード
である
ことを特徴とするカートリッジ。
【請求項８】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載のカートリッジであって、
　前記回転体、感光体ドラムであり、
　前記ブレードは、前記感光体ドラムの表面から現像剤を除去するクリーニングブレード
である
ことを特徴とするカートリッジ。
【請求項９】
　回動可能な回転体と、
　前記回転体の軸線方向に延び、前記回転体の上に配置されるブレードと、
　前記ブレードに固定され、前記軸線方向と交差する短手方向において、前記回転体側に
前記ブレードが突出するように支持する支持部材と、
　前記支持部材が支持される載置面を有する枠体と、
　前記載置面の上に前記支持部材を介して配置し、前記枠体に固定される固定部材と、
を備えたカートリッジの製造方法であって、前記支持部材の上に前記固定部材を配置し、
前記枠体に前記固定部材を固定する第１工程と、
　前記第１工程後、エネルギーを加えることにより、前記固定部材を変形させ、変形部を
形成し、前記支持部材の前記軸線方向に延びる切欠き部と係合させ、前記枠体に対して前
記支持部材の移動を規制する構成とする第２工程と、
を有することを特徴とするカートリッジの製造方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載のカートリッジの製造方法であって、
　前記第２工程において、前記変形部はレーザーにより前記固定部にエネルギーを加え、
形成する
ことを特徴とするカートリッジの製造方法。
【請求項１１】
　請求項９に記載のカートリッジの製造方法であって、
　前記第２工程において、前記変形部は熱を前記固定部材に加え、形成する
ことを特徴とするカートリッジの製造方法。
【請求項１２】
　請求項９ないし１１のいずれか１項に記載のカートリッジの製造方法であって、
　前記第１工程において、前記固定部材は前記回転体の軸を支持する軸受部材と一体的に
形成され、前記軸受部材と固定部材の間で前記支持部材の移動を規制するとともに、前記
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回転体の軸を支持する
ことを特徴とするカートリッジの製造方法。
【請求項１３】
　請求項９ないし１２のいずれか１項に記載のカートリッジの製造方法であって、
　前記変形部は、前記軸線方向において、前記切欠き部の長さより短いこと
ことを特徴とするカートリッジの製造方法。
【請求項１４】
　請求項９ないし１３のいずれか１項に記載のカートリッジの製造方法であって、
　前記変形部は、前記切欠き部の前記短手方向において対向する二辺に沿って設けられて
いる
ことを特徴とするカートリッジの製造方法。
【請求項１５】
　請求項９ないし１４のいずれか１項に記載のカートリッジの製造方法であって、
　前記枠体の前記載置面の上に前記支持部材を配置し、前記枠体の前記載置面に設けられ
た被係合部と、前記支持部材の係合部とを係合させ、前記枠体に対して軸線方向における
前記固定部材の位置決めをする第３工程をさらに有し、
　前記第３工程後、前記第１工程を行う
ことを特徴とするカートリッジの製造方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のカートリッジの製造方法であって、
　前記係合部と前記被係合部の一方は凸部であり、他方は前記短手方向において前記凸部
の長さより短い前記凹部である
ことを特徴とするカートリッジの製造方法。
【請求項１７】
　請求項９ないし１６のいずれか１項に記載のカートリッジの製造方法であって、
前記回転体は、現像剤担持体であり、
　前記ブレードは、前記現像剤担持体に担持された現像剤の厚さを規制する現像ブレード
である
ことを特徴とするカートリッジの製造方法。
【請求項１８】
　請求項９ないし１６のいずれか１項に記載のカートリッジの製造方法であって、
　前記回転体、感光体ドラムであり、
　前記ブレードは、前記感光体ドラムの表面から現像剤を除去するクリーニングブレード
である
ことを特徴とするカートリッジの製造方法。
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